
 

 
 

 
 

 

 

 平成 24 年 3 ⽉に策定した「新潟市マンガ・アニメを活⽤したまちづくり構想」について、この度、下記の
とおり、第 3 期を策定しましたのでお知らせします。 

本市にマンガ・アニメ⽂化がさらに根付き、発展していくためには、これまでに⼒を⼊れてきたイメージ発
信や誘客に加え、ビジネスや生活といった他分野への活⽤を推進することが重要だと考えています。本構
想では、国・業界の現状や本市のこれまで得た知⾒を踏まえて設定した 3 つの指針に基づき、教育機関
や⺠間事業者と連携を強化しながら進めていきます。 

 
記 

 
【内容】 

「マンガ・アニメを活⽤したまちづくり構想（第 3 期）」は、これまでの取り組みの成果を活かしなが
ら、多分野への活⽤や産学官連携の強化といった要素を盛り込み、今後 8 年間にわたって施策を
着実に進めていくための大きな方向性を示すものとして策定しました。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【閲覧方法】 
 新潟市ホームページからダウンロードしてご覧ください。 
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新潟市マンガ・アニメを活用したまちづくり構想（第 3 期） 

を策定しました︕︕ 

【問い合わせ先】 
にいがたマンガ大賞実行委員会事務局（新潟市文化政策課内 矢部・皆川） 
電話：025-226-2566／FAX： 025-226-0066／E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp 

＜本構想３つの指針＞ 

 

指針 1：鑑賞・体験機会の創出 

  情報発信拠点施設の効果的な活用 

  創作・発表意欲を高める 
 

指針 2：クリエーターの育成支援 

  プロから学べる体験機会の提供 

  子どもたちの興味を引き出す 
 

指針 3：多分野への活用推進 

  産学官連携によるビジネス活用推進 

  生活に関わる情報発信への活用 
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